
企
部
官
践
志
巻
十
五
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叉
三
蜜
記
に
、
承
膝
元
年
に
金
棒
河
原
町
の
内
へ
盗
賊
入
り
て
、
町

屋
の
土
磁
を
破
り
、
一
人
は
内
へ
入
り
雑
物
を
取
出
し
、
二
人
は
創
作

に
居
て
持
運
ぶ
。
翌
日
右
の
雑
物
を
割
符
す
る
蕗
に
、
外
に
有
v
之
二

人
は
大
分
に
取
り
、
内
へ
入
る
も
の
に
は
小
分
相
渡
す
に
付
き
て
、

一
人
の
申
す
ゃ
う
‘
我
は
内
へ
入
り
て
取
出
す
。
大
事
の
所
を
設
さ

せ
、
少
分
渡
す
事
沙
汰
の
限
り
と
て
不
目
請
取
吋
此
盗
人
は
足
醸
の
扶

持
放
さ
れ
た
る
者
共
、
井
開
少
左
衛
門
・
大
野
庄
太
夫
と
い
ふ
雨
入

也
。
庄
太
夫
は
初
め
盗
人
設
し
‘
鼻
を
か
L
れ
し
者
也
。
内
に
入
り

た
る
は
、
家
中
の
浪
人
小
者
也
。
此
小
者
頓
て
思
案
し
て
訴
人
民
出

づ
。
町
肝
煎
に
知
ら
せ
、
奉
行
所
よ
り
捕
手
を
遺
す
所
民
、
井
闘
は

風
を
食
ひ
て
依
落
す
。
妻
子
共
を
捕
へ
て
純
金
す
。
大
野
は
越
前
の

溝
落
と
い
ふ
所
に
隠
れ
有
ν
之
を
、
津
田
玄
審
奉
行
に
て
‘
庚
瀬
助
左

衛
門
を
溝
落
へ
捕
り
に
被
v
議
所
K
.
盗
人
山
刀
を
以
て
、
助
左
衛
門

の
民
向
を
一
刀
切
り
た
れ

E
も
‘
無
難
に
召
捕
り
け
り
。
疲
は
少
し

の
事
故
、
早
速
に
平
癒
す
。
何
れ
も
小
松
よ
り
被
=
仰
越
一
一
盗
人
は
成

政
被
・
仰
付
吋
庚
瀬
助
左
衛
門
は
手
柄
之
皆
御
意
に
て
、
知
行
百
五
十

お
被
v
下
、
組
外
に
被
罰
仰
付
一
伊
奥
田
五
郎
左
衛
門
相
司
に
被
v
成
、
里

頃
は
い
ま
だ
河
中
に
て
河
原
た
り
し
と
聞
ゆ
。

i
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に
ふ
け
る
者
金
銀
を
鏡
す
。
此
の
金
銀
の
出
所
民
事
依
き
て
、
勝
負

ど
も
は
や
り
、
天
狗
頼
母
子
と
い
ふ
事
を
下
々
の
者
仕
出
し
、
防
相
敷

利
徳
の
者
も
あ
り
。
又
身
代
を
破
る
者
も
あ
り
。
盗
賊
人
も
出
来
す
。

富
山
藤
縄
と
い
ふ
御
相
撲
の
者
大
将
に
て
、
金
揮
に
て
若
者
だ
て
す

る
来
線
共
、
あ
な
た
と
た
た
に
て
土
臓
を
破
る
。
か
ゃ
う
の
者
共
あ

ら
は
れ
て
御
成
政
被
a

仰
付
で
是
皆
傾
城
あ
る
ゆ
ゑ
な
り
と

τ、
町
奉

行
へ
被
且
仰
渡
-
竪
〈
御
制
禁
の
底
K
.
才
川
惣
構
の
風
呂
屋
に
女
を

抱
え
置
き
、
湯
女
と
名
付
け
て
人
々
含
同
(

り
の
足
級
病
死
し

τ、
共
後
家
い
も
か
‘
Lゐ
と
い
ふ
者
、
き
ち
と
い
ふ

娘
を
持
ち
、
共
弟
男
子
あ
り
。
此
か
a
A

、
娘
子
を
う
る
の
み
友
ら
4
1
、

あ
な
た
と
注
た
に
か
と
ひ
置
き
て
.
御
用
の
方
へ
会
ら
せ
け
り
。
此

事
御
目
付
衆
御
雨
殿
へ
書
上
ぐ
る
。
本
多
房
州
・
横
山
按
州
の
計
ら
ひ

に
て
、
彼
風
呂
屋
親
子
三
人
、
い
も
か
L
親
子
三
人
を
泉
野
に
て
張

付
に
懸
け
ら
る
。
そ
れ
よ
り
ば
く
ち
・
傾
按
と
い
ふ
事
た
し
と
。
按
宇

る
に
、
寛
永
五
年
八
月
廿
三
日
の
金
海
町
中
定
書
に
、

一
、
於
且
町
中
-
傾
披
並
出
合
屋
堅
御
停
止
之
事
。

一
、
営
町
風
呂
屋
遊
女
之
事
・
安
之
作
法
有
v
之
付
而
は
、
宿
主
可
v

a崎
a
曲
官
-
事
。

金
揮
古
蹟
志
巻
十
五

子
裁
許
を
勤
め
、
共
上
裁
許
の
歩
の
者
御
預
け
被
v
成
け
り
。
訴
人
に

罷
出
づ
る
小
者
は
御
赦
菟
辞
成
、
皇
子
に
被
=
仰
付
-
け
り
。
と
あ
り
。

河
原
町
に
て
の
事
件
た
る
ゆ
ゑ
、
今
因
み
に
愛
に
記
載
す
。

。
河
原
町
風
呂
屋
偉
績

三
登
記
に
去
ふ
。
一
冗
和
の
初
め
よ
り
筑
前
守
利
光
卿
は
御
在
江
戸
と

い
ふ
事
注
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
折
々
の
江
戸
御
参
勤

に
も
.
御
前
様
よ
り
御
飛
脚
頻
り
に
立
ち
て
御
限
の
御
訴
訟
有
る
に

付
き
、
早
速
に
御
蹄
城
侯
成
け
り
。
御
前
様
並
に
若
君
建
の
御
慰
み

と
て
、
数
ク
所
の
芝
居
を
滋
野
川
・
才
川
南
所
に
立
怠
ら
ぺ
、
あ
や

つ
り
・
歌
舞
伎
品
々
あ
り
云
々
。
宮
腰
・
大
野
よ
り
馬
足
の
便
り
と
し

て
、
浅
野
川
下
安
江
と
云
ふ
所
ま
で
堀
川
を
逝
し
、
般
の
遇
ひ
有
り

け
れ
ば
、
則
ち
掘
川
町
と
て
傾
城
を
置
き
‘
共
所
の
あ
り
さ
ま
は
兵

庫
や
須
勝
・
明
石
に
異
ら
宇
。
中
河
原
町
と
野
町
と
に
風
呂
屋
有
h
y

同谷
M

て
、
湯
女
と
名
付
く
る
女
を
置
き
、
江
戸
芝
口
・
下
屋
と
や
ら
ん
に

似
た
り
と
。
今
按
宇
る
に
、
是
金
揮
に
て
風
呂
屋
の
事
の
記
録
花
見

ゆ
る
始
め
左
り
。
下
串
集
に
、
風
呂
は
湯
殿
也
。
日
本
之
俗
自
作
治
相
。

叉
日
姐
火
器
也
。
風
呂
温
室
義
同
也
。
と
あ
り
。
さ
て
三
盛
記
K
.

寛
永
年
中
の
事
を
飽
載
し
て
、
数
年
金
揮
所
々
に
遊
君
有
り
て
、
色

-
1
1
1
1
1』
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右
の
ケ
僚
は
、
寛
永
十
四
年
三
月
廿
五
日
の
定
書
に
も
同
様
に
載
せ

ら
れ
た
り
。
さ
れ
ば
前
頴
の
傾
披
治
よ
び
湯
女
の
制
禁
を
殿
軍
に
命

ぜ
ら
れ
た
る
も
、
寛
永
五
年
の
制
禦
定
書
に
依
り
て
、
風
呂
屋
の
屋

主
ま
で
も
軍
刑
に
底
せ
ら
れ
し
事
知
ら
れ
け
り
。
金
調
停
町
命
所
留
記

に
載
せ
た
る
元
職
八
年
十
月
十
六
日
の
建
書
に
‘
風
呂
屋
向
後
新
規

に
簸
昌
樹
立
一
若
し
商
費
仕
廻
候
者
有
v
之
筋
は
.
共
町
之
内
に
而
替
人

可
=
相
立
一
他
町
之
者
は
不
a
相
成
-
由
見
ね
た
り
。
叉
同
十
年
三
月
四
日

金
津
市
中
風
呂
屋
共
連
名
の
諦
書
に
、
今
日
被
=
召
出
一
湯
風
呂
・
か
ら

風
呂
共
御
赦
免
被
v
成
。
第
一
火
之
用
心
綿
密
に
設
し
、
自
今
幕
切
に

相
仕
廻
.
高
聾
不
作
法
は
勿
論
、
風
呂
へ
入
る
人
等
座
敷
へ
呼
入
れ
‘

茶
・
た
ば
と
出
し
申
問
敷
。
又
か
ら
風
呂
同
自
民
一
-
グ
月
六
繍
‘
共
外

留
風
呂
仕
問
敷
旨
被
a
仰
渡

-g・v岡
氏
。
と
あ
り
て
、
犀
川
口
風
目
屋
の
連

名
連
署
の
名
頭
K
・
河
原
町
風
島
屋
清
兵
衛
と
殺
せ
た
り
。
か
ら
風

呂
と
あ
る
は
所
謂
蒸
風
呂
の
事
怠
る
ぺ
し
。
さ
て
綱
紀
卿
の
時
金
津

市
中
の
風
俗
甚
だ
般
重
注
り
し
事
、
右
風
呂
屋
入
湯
人
の
心
得
方
の

股
格
怠
る
に
て
も
知
ら
れ
け
り
。

。
烏
屋
佐
七
侮
鼠

綬
哨
随
筆
に
-X
ふ
。
大
槻
内
磁
允
は
卑
賎
よ
り
登
血
中
せ
ら
れ
て
‘
泉




